
厚木市廃棄物減量等推進審議会委員公募要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、厚木市廃棄物減量等推進審議会委員（以下「委員」という。）

の公募に関し、必要な事項を定める。 
（応募の資格） 
第２条 応募の資格は、次のとおりとする。 
（１）市内に在住し、在勤し、又は在学している者で 18 歳以上の者 
（２）本市の他の審議会等の委員でない者 
（３）本市の議員及び職員でない者 
（４）平日昼間の会議に出席できる者 
 
（募集人員） 
第３条 公募による委員数は、原則として、２人とする。 
（委員の公募方法） 
第４条 公募による委員は、広報あつぎ及び厚木市ホ―ムページで募集するも

のとする。 
２ 委員に応募する者は、厚木市廃棄物減量等推進審議会委員応募申込書（別記

様式、以下「申込書」という。）を提出するものとする。 
（選考委員会の設置） 
第５条 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制によ

る選考委員会を設置する。 
２ 選考委員会は、廃棄物減量等推進主管部長、課長及び係長をもって組織する。 
３ 選考委員会には、選考委員長を置く。 
４ 選考委員長は、廃棄物減量等推進主管部長の職にある者をもって充てる。 
５ 選考委員会は、選考委員長が招集する。 
６ 選考委員会の庶務は、廃棄物減量等推進主管課において処理する。 
（選考方法） 
第６条 委員の選考は、選考委員会において行う。 
（選考の結果） 
第７条 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し

必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。 
 

附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


